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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　常圧化学気相蒸着工程にて有機発光素子用光取り出し基板を製造する方法であって、
　ベース基板上に無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着して光取り出し層を形成し、
　前記光取り出し層の表面に形成されるテクスチャリングの構造を制御し、
　ベース基板上に前記無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着する工程は、
　第１蒸着温度下で前記ベース基板上に前記無機酸化物を蒸着して第１薄膜層を形成する
ステップ、
　第２蒸着温度下で、蒸着された前記第１薄膜層上に前記無機酸化物をさらに蒸着して第
２薄膜層を形成するステップを含み、二重膜構造の前記光取り出し層を形成し、
　前記第１蒸着温度と前記第２蒸着温度とは３５０～６４０℃の温度範囲から選択された
異なる温度であり、前記第２薄膜層の表面構造は前記第１薄膜層の表面構造に依存するこ
とを特徴とする有機発光素子用光取り出し基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第１薄膜層は、０．４～１．７μｍの厚さで形成され、
　前記第２薄膜層は、２．１～２．９μｍの厚さで形成されることを特徴とする請求項１
に記載の有機発光素子用光取り出し基板の製造方法。
【請求項３】
　ベース基板上に無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着する工程は、インライン（ｉｎ－
ｌｉｎｅ）工程で施されることを特徴とする請求項１に記載の有機発光素子用光取り出し
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基板の製造方法。
【請求項４】
　前記無機酸化物は、前記ベース基板よりも相対的に屈折率の高い物質からなることを特
徴とする請求項１に記載の有機発光素子用光取り出し基板の製造方法。
【請求項５】
　前記無機酸化物は、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、及びＴｉＯ２からなる
無機酸化物の物質群のいずれか一種からなることを特徴とする請求項４に記載の有機発光
素子用光取り出し基板の製造方法。
【請求項６】
　ベース基板上に無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着する工程の実施途中または実施後
にドーパントをドープするステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の有機
発光素子用光取り出し基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光素子用光取り出し基板の製造方法に係り、より詳しくは、有機発光
素子から出射する光の散乱分布を人為的に制御することができる有機発光素子用光取り出
し基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、有機発光素子（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ
；ＯＬＥＤ）は、アノード（ａｎｏｄｅ）、発光層、及びカソード（ｃａｔｈｏｄｅ）を
含んでなる。ここで、アノードとカソードとの間に電圧を印加すると、正孔はアノードか
ら正孔注入層内に注入され、正孔輸送層を経て発光層へと移動し、電子はカソードから電
子注入層内に注入され、電子輸送層を経て発光層へと移動する。このとき、発光層内に注
入された正孔と電子は発光層で再結合して励起子（ｅｘｃｉｔｉｏｎ）を生成し、このよ
うな励起子が励起状態（ｅｘｃｉｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）から基底状態（ｇｒｏｕｎｄ　ｓ
ｔａｔｅ）に遷移しながら光を放出するようになる。
【０００３】
　一方、この種の有機発光素子からなる有機発光表示装置は、マトリックス形態で配置さ
れた複数の画素を駆動する方式に応じて、パッシブマトリックス（ｐａｓｓｉｖｅ　ｍａ
ｔｒｉｘ）方式とアクティブマトリックス（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式とに分け
られる。
【０００４】
　ここで、アクティブマトリックス方式の場合、単位画素領域には発光領域を画成する画
素電極と、該画素電極に電流または電圧を印加するための単位画素駆動回路が配設される
。このとき、単位画素駆動回路は、少なくとも二つの薄膜トランジスター（ｔｈｉｎ　ｆ
ｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；ＴＦＴ）と一つのキャパシタを具備し、これらを介して
、画素数に関わらず一定の電流の供給が可能になり、安定した輝度を示すことができる。
この種のアクティブマトリックス方式の有機発光表示装置は、電力消耗が少ないため、高
解像度及び大型ディスプレイへの適用に有利であるという長所を持っている。
【０００５】
　しかしながら、有機発光素子ルを利用した面光源照明素子の場合、薄膜層状構造によっ
て、発光層で生成された光の半分以上が素子の内部または界面で反射または吸収され、前
面から出ることができずに消失する。このため、所望の輝度を得るためには、さらなる電
流を印加する必要があるため電力消耗が増大し、これは、結局、素子の寿命の減少につな
がる。
【０００６】
　このような問題を解決するためには、有機発光素子の内部または界面で消失する光を前
面から取り出す技術が必要となるが、これを光取り出し技術という。光取り出し技術によ
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る問題解決の戦略は、有機発光素子の内部または界面で消失する光が前面に進まない要因
を除去するか、または光の移動を妨害することである。このために、一般に用いられる方
法としては、基板の最外郭部に表面凹凸を形成したり、基板と屈折率が異なる層をコート
したりして基板と空気との界面で生じる内部全反射を低減する外部光取り出し技術と、基
板と透明電極との間に表面凹凸を形成したり、基板と屈折率が異なる層をコートして、光
が屈折率と厚さが異なる層間界面から前面に移動することなく界面に沿って進むようにな
る導波管（ｗａｖｅ　ｇｕｉｄｉｎｇ）効果を低減する内部光取り出し技術がある。
【０００７】
　このうち、凹凸状構造を利用した外部光取り出し技術は、凹凸の形状及び大きさによっ
て光の散乱分布及び色座標が変化し得るので、有機発光素子照明の用途に適するように制
御する必要性がある。しかしながら、外部光取り出し技術のうち、ＭＬＡ（ｍｉｃｒｏ　
ｌｅｎｓ　ａｒｒａｙ）など高分子シートタイプの場合、耐熱性の問題のため有機発光素
子の製作後にガラス基板に貼り合わせることから、ガラス基板と一体化しにくく且つ価格
も高価である。これに対し、無機材料を基板にコートする方法は、凹凸の形状を自由に制
御するのに困難があった。特に、従来は、このような光取り出し層をフォトリソグラフィ
工程で形成していたが、この場合、高価の装備の使用によってコストがアップし且つ工程
が複雑となり、さらには、工程後に有害物質が発生するという複合的な問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述したような従来技術の問題点を解決するためになされたものであって、
その目的は、有機発光素子から出射する光の散乱分布を人為的に制御することができる有
機発光素子用光取り出し基板の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このために、本発明は、常圧化学気相蒸着工程にて有機発光素子用光取り出し基板を製
造する方法であって、ベース基板上に無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着して光取り出
し層を形成し、前記光取り出し層の表面に形成されるテクスチャリングの構造を制御する
ことを特徴とする有機発光素子用光取り出し基板の製造方法を提供する。
【００１０】
　ここで、前記ベース基板上に前記無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着する工程は、第
１蒸着温度下で前記ベース基板上に前記無機酸化物を蒸着して第１薄膜層を形成するステ
ップ、及び第２蒸着温度下で蒸着された前記第１薄膜層上に前記無機酸化物をさらに蒸着
して第２薄膜層を形成するステップを含むことで、二重膜構造の前記光取り出し層を形成
していてよい。
【００１１】
　このとき、前記第１薄膜層は、０．４～１．７μｍの厚さで形成され、前記第２薄膜層
は、２．１～２．９μｍの厚さで形成されていてよい。
【００１２】
　また、前記第１蒸着温度と前記第２蒸着温度とは、異なる温度であってよい。
【００１３】
　そして、前記第１蒸着温度と前記第２蒸着温度とは、３５０～６４０℃の温度範囲から
選択された異なる温度であってよい。
【００１４】
　また、ベース基板上に無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着する工程は、インライン（
ｉｎ－ｌｉｎｅ）工程で施されていてよい。
【００１５】
　そして、前記無機酸化物は、前記ベース基板よりも相対的に屈折率の高い物質からなる
ものであってよい。
【００１６】
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　このとき、前記無機酸化物は、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、及びＴｉＯ

２からなる無機酸化物の物質群のいずれか一種からなるものであってよい。
【００１７】
　さらには、ベース基板上に無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着する工程の実施途中ま
たは実施後にドーパントをドープするステップをさらに含んでいてよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、表面に凹凸状の自然発生的なテクスチャリングを形成することができ
る常圧化学気相蒸着工程にて光取り出し層を形成するとともに、２回以上の蒸着工程を実
施することで、凹凸の大きさ、形状、及び分布を人為的に変化させることができ、その結
果、照明用として適用される有機発光素子から出射する光の散乱分布を用途に合わせて制
御することができる。
【００１９】
　また、本発明によれば、常圧化学気相蒸着工程にて自然発生的に光取り出し層の表面に
テクスチャリングを形成させることで、従来の光取り出し層の形成のためのフォトリソグ
ラフィ工程が不要となり、その結果、工程数の削減を通じて製作時間を短縮させることが
でき、且つ、工程後の有害物質の減少によりその処理に伴うコストの削減を図ることがで
きる。
【００２０】
　さらに、本発明によれば、常圧化学気相蒸着工程にて光取り出し層を形成することによ
って、基板ガラスの製作と光取り出し層の形成のインライン（ｉｎ－ｌｉｎｅ）またはオ
ンライン（ｏｎ－ｌｉｎｅ）化が可能となるため基板と光取り出し層とを一体化すること
ができ、その結果、量産工程に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施例に係る有機発光素子用光取り出し基板の製造方法を示す工程模式
図である。
【図２】本発明の実施例に係る有機発光素子用光取り出し基板の製造方法を示す工程模式
図である。
【図３】本発明の実施例１に従って製造された有機発光素子用光取り出し基板を走査電子
顕微鏡で撮像した断面写真である。
【図４】本発明の実施例１に従って製造された有機発光素子用光取り出し基板の光散乱分
布を測定して示しグラフである。
【図５】本発明の実施例２に従って製造された有機発光素子用光取り出し基板を走査電子
顕微鏡で撮像した断面写真である。
【図６】本発明の実施例２に従って製造された有機発光素子用光取り出し基板の光散乱分
布を測定して示すグラフである。
【図７】本発明の実施例３に従って製造された有機発光素子用光取り出し基板を走査電子
顕微鏡で撮像した断面写真である。
【図８】本発明の実施例３に従って製造された有機発光素子用光取り出し基板の光散乱分
布を測定して示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施例に係る有機発光素子用光取り出し基板の
製造方法について詳しく説明することにする。
【００２３】
　なお、本発明を説明するにあたって、関連公知機能あるいは構成についての具体的な説
明が本発明の要旨を不要に曖昧にし得ると判断される場合、その詳細な説明は省略するこ
とにする。
【００２４】
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　本発明の実施例に係る有機発光素子用光取り出し基板の製造方法では、常圧化学気相蒸
着工程にてベース基板上に無機酸化物を蒸着して、無機酸化物からなる光取り出し層を形
成する。ここで、ベース基板としては、光透過率に優れ且つ機械的な物性に優れているも
のであればその種類は特に制限されない。例えば、ベース基板として、熱硬化またはＵＶ
硬化が可能な有機フィルムであるポリマー系の物質や化学強化ガラスであるソーダライム
ガラス（ＳｉＯ２－ＣａＯ－Ｎａ２Ｏ）またはアルミノシリケートガラス（ＳｉＯ２－Ａ
ｌ２Ｏ３－Ｎａ２Ｏ）が用いられていてよい。このとき、有機発光素子が照明用である場
合はソーダライムガラスを用いてよく、有機発光素子がディスプレイ用である場合はアル
ミノシリケートガラスを用いてよい。
【００２５】
　また、本発明の実施例では、ベース基板よりも相対的に屈折率の高い物質からなる無機
酸化物を光取り出し層として蒸着しており、例えば、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＳｉＯ２、Ａｌ

２Ｏ３、及びＴｉＯ２からなる無機酸化物の物質群のいずれか一種からなる無機酸化物を
光取り出し層として蒸着していてよい。
【００２６】
　一方、本発明の実施例では、このような無機酸化物を少なくとも２回積層蒸着して、常
圧化学気相蒸着工程の際に光取り出し層の表面に自然発生的に形成されるテクスチャリン
グの構造を人為的に制御する。
【００２７】
　図１及び図２に示すように、これについて詳述すると、光取り出し層１００を形成する
常圧化学気相蒸着工程は、インライン（ｉｎ－ｌｉｎｅ）工程で施されていてよい。先ず
、ベルト式コンベヤー１０上にベース基板１０１を載置してから、制御部（図示せず）を
介してコンベヤー１０を作動させると、コンベヤー１０は、ベース基板１０１を一方向に
沿って搬送する。このとき、常圧化学気相蒸着用のインライン設備には、コンベヤー１０
の長手方向に沿ってベース基板１０１の上面に向かうように第１インジェクター２０と第
２インジェクター３０とがこの順に装備されている。これによって、ベース基板１０１が
コンベヤー１０に載置されて第１インジェクター２０の下方の所定に位置まで搬送されて
くると、制御部（図示せず）を介して第１インジェクター２０を作動させて、ベース基板
１０１上に、蒸着する無機酸化物の前駆体ガスと酸化剤ガスを噴射して無機酸化物を薄膜
の形態で蒸着する。このとき、前駆体ガスと酸化剤ガスは噴射する前に混合されるのを防
止するために、第１インジェクター２０において別々のノズルから噴射していてよく、ま
た、蒸着化学反応の活性化のために前駆体ガスと酸化剤ガスとを予め加熱して供給してい
てよい。そして、前駆体ガスと酸化剤ガスは、窒素、ヘリウム、アルゴンのような不活性
気体からなるキャリアガスによって搬送される形態で第１インジェクター２０に供給され
ていてよい。
【００２８】
　一方、本発明の実施例では、第１インジェクター２０の作動前にベース基板１０１を所
定の温度に加熱して蒸着温度を制御する。その後、第１インジェクター２０を介してベー
ス基板１０１上に無機酸化物を蒸着すると、図示したように、ベース基板１０１上に無機
酸化物からなる第１薄膜層１１１が蒸着され、その表面には凹凸が形成される。このとき
、第１薄膜層１１１の表面上の凹凸は、常圧化学気相蒸着工程の際に自然発生的に形成さ
れる。
【００２９】
　次いで、コンベヤー１０を介してベース基板１０１をさらに搬送していき、第２インジ
ェクター３０の下方に、第１薄膜層１１１が蒸着されているベース基板１０１を所定の位
置に到達させる。そして、ベース基板１０１を所定の温度に加熱し、この場合、第１イン
ジェクター２０を介しての第１薄膜層１１１の蒸着時に加熱した温度と異なる温度に加熱
して蒸着雰囲気を造成していてよい。
【００３０】
　このようにしてベース基板１０を加熱した後、制御部（図示せず）を介して第２インジ
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ェクター３０を作動させる。すなわち、第２インジェクター３０を介して第１薄膜層１１
１上にこれと同じ無機酸化物の前駆体ガスと酸化剤ガスを噴射して、第２薄膜層１１２を
二重に蒸着する。第１薄膜層１１１上に第２薄膜層１１２を蒸着すると、ベース基板１０
１上には、互いに同一の酸化物薄膜で蒸着された第１薄膜層１１１と第２薄膜層１１２と
の二重膜（ｂｉｌａｙｅｒ）構造からなる光取り出し層１００が形成されるとともに、そ
の表面にはテクスチャリング構造が形成される。
【００３１】
　一方、本発明の実施例では、テクスチャリング構造を制御するために、第１薄膜層１１
１及び第２薄膜層１１２にドーパントをドープしていてよい。このとき、本発明の実施例
では、常圧化学気相蒸着工程の途中で工程ガスとともにドーパントを供給していてよく、
または最終的に光取り出し層１００を形成してからイオン注入などの方法にてドーパント
をドープしていてよい。このとき、ドープされるドーパントの量は、光取り出し層１００
をなす無機酸化物、例えば、酸化亜鉛（ＺｎＯ）の含量に対して１０ｗｔ％以下に制御す
ることが好ましい。
【００３２】
　本発明の実施例における、ベース基板１０１上に第１薄膜層１１１を蒸着する１次蒸着
工程と、第１薄膜層１１１上に第２薄膜層１１２を蒸着する２次蒸着工程とでは、工程条
件上の違いとして、蒸着温度、すなわちベース基板１０１の加熱温度の差しかない。すな
わち、１次蒸着工程の際にベース基板１０１の温度を所定の温度に設定すれば、これによ
って、蒸着される第１薄膜層１１１は、特定の表面形状、大きさ及び厚さ、均一度などを
有して形成され、このような第１薄膜層１１１の表面の凹凸構造が２次蒸着工程の際に蒸
着される第２薄膜層１１２の表面構造に影響を与えるようになる。言い換えれば、第２薄
膜層１１２の表面構造、すなわち、最終形成される光取り出し層１００の表面テクスチャ
リングの構造は、第１薄膜層１１１の表面凹凸構造に倣うか、あるいは依存されるものと
なる。
【００３３】
　このように、本発明の実施例では、光取り出し層１００のテクスチャリング構造を制御
するための別途のベース基板１０１の前処理を施すことなく、単に蒸着工程を１次と２次
とに分けて蒸着温度の条件だけを制御することで、光取り出しに必要なコーティング厚さ
を確保するとともに、光取り出し層１００の表面のテクスチャリング構造を人為的に制御
することができる。
【００３４】
　図１と図２は、１次蒸着工程の際にベース基板１０１の温度条件を互いに異なるように
した場合、第１薄膜層１１１が互いに異なる表面構造で形成され、これに伴い、第２薄膜
層１１２もまた、互いに異なる表面構造で形成される過程を示す工程模式図である。すな
わち、ベース基板１０１の温度を調節するだけで、第１薄膜層１１１の核生成及び結晶粒
の成長を人為的に制御して、第１薄膜層１１１の表面形状、大きさ及び厚さ、均一度など
を調節することができる。そして、このような第１薄膜層１１１によって、図１と図２に
示すように、２次蒸着工程の際にベース基板１０１の温度が互いに同一の条件であっても
第２薄膜層１１２の表面の凹凸の形状、大きさ、均一度などが変わるようになる。言い換
えれば、１次蒸着工程の際にベース基板１０１の温度を何度に設定するかによって最終形
成される光取り出し層１００の表面のテクスチャリング構造を多様に人為的に制御するこ
とができるようになり、結局、本発明の実施例に従って製造される光取り出し基板を照明
用有機発光素子に適用する場合、有機発光素子から出射する光の散乱分布を用途に合わせ
て制御することができるようになる。また、本発明の実施例に係る有機発光素子用光取り
出し基板の製造方法では、常圧化学気相蒸着工程にて自然発生的に光取り出し層１００の
表面にテクスチャリング構造を形成しているため、従来の光取り出し層の形成のためのフ
ォトリソグラフィ工程が不要となり、その結果、工程数の削減を通じて製作時間を短縮す
ることができるとともに、工程数の削減を通じて製作時間を短縮させることができ、且つ
、工程後の有害物質の減少によりその処理に伴うコストの削減を図ることができる。そし
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て、常圧化学気相蒸着工程を用いると、ベース基板１０１ガラスの製作と光取り出し層１
００の形成のインライン（ｉｎ－ｌｉｎｅ）またはオンライン（ｏｎ－ｌｉｎｅ）化が可
能となるためベース基板１０１と光取り出し層１００とを一体化することができ、その結
果、量産工程に適用することができる。
【実施例１】
【００３５】
　先ず、ガラス基板の温度が３５０℃となるように加熱してから、常圧化学気相蒸着工程
にてガラス基板上に酸化亜鉛薄膜を蒸着した。次いで、ガラス基板の温度が６４０℃とな
るように加熱してから、蒸着されている酸化亜鉛薄膜上に酸化亜鉛薄膜を二重蒸着して光
取り出し基板を製造した。そして、図３及び図４に示すように、製造した光取り出し基板
の形状を走査電子顕微鏡で撮像して観察し、光散乱分布を測定し分析した。
【００３６】
　図３を見ると、常圧化学気相蒸着工程にて下側に蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ａ）の
表面に凹凸が自然発生的に形成されており、上側に蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ｂ）の
表面も全体的にテクスチャリング構造をなしていることと確認された。このとき、上側に
蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ｂ）の結晶粒成長方向は、下側の酸化亜鉛薄膜（ｂ）の凹
凸形状に倣うか、あるいは依存していることを確認することができる。そして、下側の酸
化亜鉛薄膜（ａ）の厚さは０．７μｍ、上側の酸化亜鉛薄膜（ｂ）の厚さは２．７μｍと
測定された。さらに、図４を見ると、実施例１に従って製造された光取り出し基板（赤色
）は、光取り出し層を具備していない基板（黒色）より４３％も向上した正面輝度値を示
すと測定された。
【実施例２】
【００３７】
　先ず、ガラス基板の温度が４００℃となるように加熱してから、常圧化学気相蒸着工程
にてガラス基板上に酸化亜鉛薄膜を蒸着した。次いで、ガラス基板の温度が６４０℃とな
るように加熱してから、蒸着されている酸化亜鉛薄膜上に酸化亜鉛薄膜を二重蒸着して光
取り出し基板を製造した。そして、図５及び図６に示すように、製造した光取り出し基板
の形状を走査電子顕微鏡で撮像して観察し、光散乱分布を測定し分析した。
【００３８】
　図５を見ると、常圧化学気相蒸着工程にて下側に蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ａ）の
表面に凹凸が自然発生的に形成されており、上側に蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ｂ）の
表面も全体的にテクスチャリング構造をなしていることと確認された。このとき、上側に
蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ｂ）の結晶粒成長方向は、下側の酸化亜鉛薄膜（ｂ）の凹
凸形状に倣うか、あるいは依存していることを確認することができる。そして、下側の酸
化亜鉛薄膜（ａ）の厚さは０．４μｍ、上側の酸化亜鉛薄膜（ｂ）の厚さは２．９μｍと
測定された。さらに、図６を見ると、実施例２に従って製造された光取り出し基板（赤色
）は、光取り出し層を具備していない基板（黒色）より４９％も向上した正面輝度値を示
すと測定された。
【実施例３】
【００３９】
　先ず、ガラス基板の温度が４５０℃となるように加熱してから、常圧化学気相蒸着工程
にてガラス基板上に酸化亜鉛薄膜を蒸着した。次いで、ガラス基板の温度が６４０℃とな
るように加熱してから、蒸着されている酸化亜鉛薄膜上に酸化亜鉛薄膜を二重蒸着して光
取り出し基板を製造した。そして、図７及び図８に示すように、製造した光取り出し基板
の形状を走査電子顕微鏡で撮像して観察し、光散乱分布を測定し分析した。
【００４０】
　図７を見ると、常圧化学気相蒸着工程にて下側に蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ａ）の
表面に凹凸が自然発生的に形成されており、上側に蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ｂ）の
表面も全体的にテクスチャリング構造をなしていることと確認された。このとき、上側に
蒸着されている酸化亜鉛薄膜（ｂ）の結晶粒成長方向は、下側の酸化亜鉛薄膜（ｂ）の凹
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化亜鉛薄膜（ａ）の厚さは１．７μｍ、上側の酸化亜鉛薄膜（ｂ）の厚さは２．１μｍと
測定された。さらに、図８を見ると、実施例３に従って製造された光取り出し基板（赤色
）は、光取り出し層を具備していない基板（黒色）より４９％も向上した正面輝度値を示
すと測定された。
【００４１】
　実施例１乃至実施例３から分かるように、常圧化学気相蒸着工程を用いることによって
、光取り出し層のいずれの表面にテクスチャリング構造が自然発生的に形成されているこ
とを確認することができる。そして、初回の酸化亜鉛薄膜蒸着の際に設定されたガラス基
板の温度差によって蒸着された酸化亜鉛薄膜の表面の構造に差異が生じたことを確認する
ことができる。また、初回に蒸着された酸化亜鉛薄膜の表面の構造に倣って、後続して蒸
着される酸化亜鉛薄膜の表面の構造が形成されることを確認することができ、このことか
ら、最終形成される光取り出し層の表面テクスチャリングの構造にも差異が生じることを
確認することができる。
【００４２】
　以上のように、本発明を限定された実施例や図面に基づいて説明したが、本発明は前記
実施例に限定されるものではなく、本発明の属する分野における通常の知識を有する者で
あれば、このような記載から種々の修正及び変形が可能である。
【００４３】
　したがって、本発明の範囲は前述の実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲
や特許請求の範囲と均等なものなどによって決められるべきである。
【符号の説明】
【００４４】
　１００　光取り出し層
　１０１　ベース基板
　１１１　第１薄膜層
　１１２　第２薄膜層
　１０　コンベヤー
　２０　第１インジェクター
　３０　第２インジェクター
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